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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文字情報で構成される元画像に電子透かしを埋め込む画像処理装置において、
　埋め込む情報量に応じた非周期的なパターンを作成し、前記元画像に合成する背景加工
手段と、
　前記背景加工手段により前記非周期的なパターンを合成された元画像に電子透かし情報
を埋め込む透かし埋め込み手段と、
を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　文字情報で構成される元画像に電子透かしを埋め込む画像処理装置において、
　所定のパラメータに基づいたディザ法又は誤差拡散法によって作成された背景を、元画
像に合成する背景加工手段と、
　前記背景加工手段により背景が合成された元画像に電子透かし情報を埋め込む透かし埋
め込み手段と、
を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　前記透かし埋め込み手段は、
　画素置換又は周波数変換を用いた埋め込み処理を行う手段であることを特徴とする請求
項１又は２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
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　文字情報で構成される元画像に電子透かしを埋め込む画像処理方法であって、
　埋め込む情報量に応じた非周期的なパターンを作成し、前記元画像に合成する背景加工
工程と、
　前記背景加工工程により前記非周期的なパターンを合成された元画像に電子透かし情報
を埋め込む透かし埋め込み工程と、
を備えたことを特徴とする画像処理方法。
【請求項５】
　文字情報で構成される元画像に電子透かしを埋め込む画像処理方法であって、
　所定のパラメータに基づいたディザ法又は誤差拡散法によって作成された背景を、元画
像に合成する背景加工工程と、
　前記背景加工工程により前記非周期的なパターンを合成された元画像に電子透かし情報
を埋め込む透かし埋め込み工程と、
を備えたことを特徴とする画像処理方法。
【請求項６】
　前記透かし埋め込み工程は、
　画素置換又は周波数変換を用いた埋め込み処理を行う工程であることを特徴とする請求
項４又は５に記載の画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、文字情報で構成される元画像、あるいは所定のエリアに対して、著作権保護
、改ざん検知等の目的で透かし情報を埋め込む画像処理装置、画像処理方法に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
近年、コンピュータとそのネットワークの急速な発達により文字データ、画像データ等の
多種の情報がデジタルデータとして使用されている。これらデジタルデータは用意に複製
、及び改ざんが可能であり、著作権の保護が大きな問題になっている。著作権を保護する
技術の一つに”電子透かし”がある。電子透かしとは、デジタルの画像データ、文字デー
タ等に人間に知覚できない形で著作権保有者の名前や購入者のＩＤなどを埋め込み、違法
コピーによる無断の使用を追跡する技術である。
【０００３】
また電子透かしには著作権保護だけでなく、予めデジタルデータに所定の情報を埋め込ん
でおき、このデジタルデータから抽出されるべき上記情報が正確に得られたか否かを判定
することにより、改ざん検出等も行える。
【０００４】
オリジナルに電子透かし情報を埋め込む場合、「オリジナルと電子透かし情報が埋め込ま
れた後のものとの品質の差」と「埋め込む電子透かし情報の量」は互いにトレードオフの
関係にある。画素あたり多値で構成されている自然画像は、比較的に画質を維持しつつも
多量の情報量の透かしを埋め込むことが可能である。しかし、文字情報で構成されている
原稿の場合、”背景が白で文字が黒”等のように視覚的に２値に近いものが多い。この場
合、原画の品質を維持しつつ、大量の透かし情報を埋め込むのは困難であるのが現状であ
る。
【０００５】
特開２００１－３０９１５０号公報「データ埋め込み装置、データ埋め込み方法及び記録
媒体」は、２値画像に電子透かし埋め込みを行う濃度パターン法を基礎とし、Ｎ値で表現
される輝度情報を密度情報に変換したＮ個で構成されるセルと呼ぶ領域に変換し、更にこ
れらをまとめてブロック化することで効率良く透かし情報を埋め込むというものである。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
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しかしこの場合、元画の品質をできるだけ維持することを条件としているので、埋め込み
可能な情報量には限界がある。このように従来の技術では、元画像の品質を損ねることな
く透かし情報をより多く埋め込むという目的を追求したものが多い。
【０００７】
本発明は、埋め込む情報量を増大させることができ、また、文字部の改ざん検知も容易に
なり、更に加工する背景は文字情報の品質を損ねないものとすることで、元画の品質を維
持した埋め込みが可能となる画像処理装置、画像処理方法、記憶媒体を提供することを目
的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の発明では、文字情報で構成される元画像に
電子透かしを埋め込む画像処理装置において、埋め込む情報量に応じた非周期的なパター
ンを作成し、前記元画像に合成する背景加工手段と、前記背景加工手段により前記非周期
的なパターンを合成された元画像に電子透かし情報を埋め込む透かし埋め込み手段と、を
備えたことを特徴とする。
【００１１】
　請求項２記載の発明では、文字情報で構成される元画像に電子透かしを埋め込む画像処
理装置において、所定のパラメータに基づいたディザ法又は誤差拡散法によって作成され
た背景を、元画像に合成する背景加工手段と、前記背景加工手段により背景が合成された
元画像に電子透かし情報を埋め込む透かし埋め込み手段と、を備えたことを特徴とする。
　請求項３記載の発明では、請求項１又は２に記載の画像処理装置において、前記透かし
埋め込み手段は、画素置換又は周波数変換を用いた埋め込み処理を行う手段であることを
特徴とする。
【００１２】
　請求項４記載の発明では、文字情報で構成される元画像に電子透かしを埋め込む画像処
理方法であって、埋め込む情報量に応じた非周期的なパターンを作成し、前記元画像に合
成する背景加工工程と、前記背景加工工程により前記非周期的なパターンを合成された元
画像に電子透かし情報を埋め込む透かし埋め込み工程と、を備えたことを特徴とする。
【００１５】
　請求項５記載の発明では、文字情報で構成される元画像に電子透かしを埋め込む画像処
理方法であって、所定のパラメータに基づいたディザ法又は誤差拡散法によって作成され
た背景を、元画像に合成する背景加工工程と、前記背景加工工程により前記非周期的なパ
ターンを合成された元画像に電子透かし情報を埋め込む透かし埋め込み工程と、を備えた
ことを特徴とする。
　請求項６記載の発明では、請求項４又は５に記載の画像処理方法において、前記透かし
埋め込み工程は、画素置換又は周波数変換を用いた埋め込み処理を行う工程であることを
特徴とする。
【００２０】
【発明の実施の形態】
　以下、図面により本発明の実施の形態を詳細に説明する。図１は本発明の第１の実施の
形態に係る画像処理装置のブロック図である。ここでは入力画像は図３（１）に示したよ
うな文字のみで構成されているものを想定する。これを元画像１と呼ぶ。元画像１を背景
加工手段１０１に入力し、背景を作成する。ここで作成する背景の条件は「原稿が読めな
くなる。読みにくくなる」等の読解力の低下を招かないものであること、また透かし情報
を埋め込んだ個所が判別しにくいものであること、等が挙げられる。
【００２１】
例えばディザや誤差拡散などを用いて背景を作成して元画像１に合成する。ディザ法を用
いて作成する場合、２値ディザ、多値ディザ、ディザの線数、ディザの全体濃度、等のパ
ラメータを振ることによってさまざまな背景を作成することができる。まず、２値か多値
かという点では、多値ディザの方が２値よりも攻撃に対する耐性、及び背景としての品質
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において優れていると考えられる。また、ディザの全体濃度レベルについては、これによ
って埋め込み可能な情報量を変えることができる。
【００２２】
基本的に背景は原稿の読解力を低下させないことが条件であるため、全体濃度レベルは可
能な限り低くしたい。しかし、低い濃度レベルの背景に情報を埋め込むと埋め込み個所の
判別が容易になると考えられるため、埋め込み可能な情報量が低減することになる。逆に
、高い濃度レベルの背景の場合は埋め込み個所の判別を困難にすることが可能となり、す
なわち埋め込み可能な情報量も増大させることができる。
【００２３】
このように、ディザのビット数、線数、濃度等のパラメータは透かし埋め込み処理におい
て、攻撃に対する耐性、画像品質等の点で密接な関係にある。以上、ディザの例を用いて
説明したが、もちろん、背景作成・加工手段としてはこの方式に限らない。
【００２４】
　このとき、図１に示す埋め込み情報量指示部１０４により、埋め込む情報量を背景加工
手段１０１に指示する。これにより埋め込む情報量に適した背景を作成することができる
。背景を構成する各種要素と埋め込み可能領域とは密接な関係にあることは上述した。こ
れら要素のパラメータを振ることにより埋め込み可能領域の増減を制御し、元画像の品質
をできるだけ維持できる背景を作成する。
【００２５】
　また、背景加工手段１０１において作成される背景は非周期的なパターンとする。例え
ば、所定の均一濃度を想定してディザを施す場合、通常は所定のディザテーブルを繰り返
し利用するため、ある周期を持ってしまう。しかし周期性を持つことにより、透かし情報
の攻撃に対する耐性が弱くなってしまう。
【００２６】
そこで、想定する濃度を均一ではなく乱数を加える等して不均一化した後にディザを施す
、または、ディザテーブル自体を乱数を使って変更しながら使用する、等により周期性を
持たない背景とすることで、攻撃に対する耐性を上げることができる。もちろん、左記に
上げた方式以外でも周期性を持たないような背景作成方法であれば良い。
【００２７】
上述のような方法により元画像１に背景を施したものを元画像２と呼ぶ［図３（２）］。
元画像２は透かし埋め込み手段１０２にて、埋め込み情報１０３を埋め込む。埋め込み方
法は画素置換型、周波数変換を利用した埋め込みなど任意の方法で良い。埋めこむ情報は
著作権、作成日等または改竄検知を目的としたデータを埋め込むことができる。以上のよ
うに埋め込みが完了したものが最終画像となる。
【００２８】
　また、入力画像はモノクロでもカラーでも良いが、カラーの場合、ＲＧＢ、ＹＵＶ、Ｙ
ＣｂＣｒ、ＣＭＹＫなどの各色空間上での処理が可能であり、輝度・色差であれば輝度に
対してのみ処理をすることも可能である。背景作成処理、埋め込み処理を輝度成分に対し
てのみ行なうことで、処理の簡略化ができ、処理時間も短縮することができる。また、カ
ラー画像として印刷出力する場合、背景色をＣＭＹＫのうちで安価なインク１色にするこ
とでコスト削減にもなる。また、元画像がある１色の文字で構成している場合、異なる色
のインクで背景を作成すれば、見た目上、読解力の低下を防ぐこともできる。
【００２９】
　図２は本発明の第２の実施の形態に係る画像処理装置のブロック図である。背景作成手
段２０１においてあらかじめ背景を作成する。埋め込み情報量指示部２０４によって、背
景作成方法を適応的に変えることもできる。これらによって作成された背景に透かし埋め
込み手段２０２で、その背景に埋め込み情報２０３を埋め込む。埋め込みが完了した背景
と元画像１とを合成手段２０５で合成したものが最終画像となる。
【００３０】
この方法は情報を埋め込んだ背景をあらかじめ用意しておくことができるため、元画像が
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印刷機器などにおける複雑な画像処理を終了した後に、ＣＭＹＫいずれかのインクにより
作成した埋め込み済み背景を合成すれば良い。これにより第１の実施の形態のような元画
像１に背景を加工するなどの処理を簡略化することができる。また、１ページ分、あるい
は数ライン文の背景をあらかじめメモリ等の記憶手段に保持させておけば、背景作成処理
も省くことができ、更に全体的な処理時間を短縮することができる。
【００３１】
　以上の各実施形態においては図３のような文字のみで構成されている画像を対象とした
もので、背景を加工する領域を全面とした場合を例に説明した。
【００３２】
　次に、画像の一部のみに対して背景加工処理を行う例について、図４を用いて説明する
。例えばプリンタなどで使用されるＰＳファイル上では（１）に示したような元画像１は
、テキストオブジェクト４０１、イメージオブジェクト４０２、グラフィックオブジェク
ト４０３に分類されている。（２）はこれらオブジェクト以外の部分に背景加工処理を施
した例である。また、（３）はテキストオブジェクトにのみ背景加工処理を施した例であ
る。
【００３３】
ＰＳファイルのようにオブジェクト管理されていないビットマップ化されたデータが元画
像の場合も、混在する領域の各属性が判断可能な手段を設け、適応的に背景処理のＯＮ／
ＯＦＦを切りかえれば、同様の効果が得られる。
【００３４】
このように画像全面に対して背景処理をするのではなく、画像の一部のみに対して背景加
工処理を行っても、画像としての違和感が無く背景加工することができ、全面を処理する
よりも処理が容易であり、処理時間も短縮できる。
【００３５】
　この場合、加工領域指示手段を設け、背景加工手段に指示を与えることもできる。加工
領域指示手段はユーザーがタッチパネル等を介して表示された元画像に直接指示する方法
でも良いし、自動的に表のエリアを認識する手段を設けて自動的に決定するなどしても良
い。
【００３６】
例えば、図５（１）に示したような表で構成される元画像がある場合、加工領域指示手段
により、図５（２）のように表の一部を背景加工する。背景加工処理された画像は表とし
ての装飾効果もあり、また、全面を処理するよりも処理が容易であり、処理時間の短縮に
もつながる。
【００３７】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、文字原稿の背景を加工することにより、埋め込
む情報量を加工前よりも増大させることができる。また、改ざん検知処理を施すのが困難
な白紙、及び濃度が均一な背景であっても、あえて背景を付加することで改ざん検知処理
を容易にすることができる。
【００４０】
　請求項１、４によれば、埋め込む透かしの情報量が少ないときは埋め込み可能な範囲は
少量で良く、それに必要最低限な加工処理とすることで処理を簡略化することができる。
また、必要最低限の背景処理にすることで元画の品質を維持することができる。
【００４２】
　請求項２、６によれば、元画像がカラー原稿であった場合、ＲＧＢ、ＹＵＶ、ＹＣｂＣ
ｒ、ＣＭＹＫ等の各種の色空間で処理することが想定されるが、その中のある１つの色成
分についてのみ背景加工することにより、処理を簡略化することができる。
【００４５】
　請求項３、７によれば、背景加工する領域を選択する手段を設けることで、部分的な装
飾を兼ねた透かし情報埋め込みが可能となり、埋め込む情報量を加工前よりも増大しつつ
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、視覚的に不快の無いものにすることができる。
【００４６】
　請求項２、５によれば、ビット数、線数、濃度等のパラメータをもとに背景を作成する
ことで、埋め込む電子透かし情報量、攻撃に対する耐性、画像品質等を考慮した背景を作
成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る画像処理装置のブロック図である。
【図２】本発明の第２の実施の形態に係る画像処理装置のブロック図である。
【図３】元画像の一例を示す図である。
【図４】元画像の他の例を示す図である。
【図５】元画像のさらに他の例を示す図である。
【符号の説明】
１０１　背景加工手段
１０２　透かし埋め込み手段
１０３　埋め込み情報
１０４　埋め込み情報量指示部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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